
 

法人番号・法人名：６９ 広島大学 
第１期中期目標期間の達成状況に関する評価結果 
 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 
Ⅱ 研究に関する目標 
２．各中期目標の達成状況 
 ②研究実施体制等の整備に関する目標 
  （改善を要する点） 
 
【原文】 
「中期計画「研究設備の効率的な活用を全学的に
実施するための運営体制を構築する」について、
平成20年度以降、自然分野における設備の全学調
査を実施し、有効利用の観点で整理を行い、これ
を基に研究設備整備計画基本方針を策定してい
る。調査結果から利用可能設備の一覧化を行い、
これを全学情報共有基盤システム「いろは」に掲
載して全学に公開し、学内の各種研究設備の情報
の共有化を図るなどの取組を行っている。しかし
ながら、運営体制を構築する素地が整えられたに
とどまることから、中期計画は十分には実施され
ていないと判断される。」 
 
【申立内容】 
 削除されたい 
 
【理由】 
 「中期目標の達成状況報告書（平成20年6月）」
（p86）及び「平成20､21年度 中期目標の達成状
況報告書（平成22年6月）」（p14）に示したよう
に、本学では学術室、財務室及び自然科学研究支
援開発センターの連携の下、①設備整備マスター
プランを策定し、②それに基づき自然分野におけ
る設備の全学調査を実施しその調査結果につい
て有効利用の観点を踏まえ整理を行い、③これを
基に研究設備整備計画基本方針を策定する、とい
う運営システムを構築し、平成21年2月には同基
本方針を策定した。このように、本学では研究設
備の効率的な活用を全学的に実施するための「運
営体制」が構築されており、評価結果（案）に記
述された「運営体制を構築する素地が整えられた
にとどまる」という指摘は当たらないと考える。
 また、本学では、中期計画に示された事項を更
に進め、研究設備の共同利用を推進するための取
組を行った。学内利用に関しては、利用可能設備
の一覧化及び全学公開（全学情報共有基盤システ
ム「いろは」に掲載）により学内各種研究設備の
情報の共有化体制を整備したが、「学内外」の共
同利用を推進するという観点から、この取組状況
を「共同利用体制の素地を整えた」と表現したも
のである。なお、本学の共同利用に関する取組実
績が評価され、文部科学省先端研究施設共用促進
事業の採択（平成21年度）や、設備サポートセン
ター整備経費の措置（平成23年度運営費交付金）
に繋がったものと考える。 

【対応】 

原案のとおりとする。 

 

【理由】 

取組がなされていることは確認できるも

のの、当該取組により判定を変えうるまで

には至っていないため。 
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